
１．判決の要約

（１） 事件番号：平 21(行ケ)10291 号

（２） 判決言渡日（判決）：平 22.3.24

（３） 出願番号：特願 2001-536217 号

（４） 対象事件：不服 2007-2630 号事件

（５） 発明の名称：薬液管理装置

２．事案の概要

本件は，原告（ドイツのフレゼニウス・メディカル・

ケア社）が，名称を「薬液管理装置のソフトウエアの

更新」（特願 2001-536217 号（特表 2003-513714 号））

とする発明について国際特許出願をしたところ，日本

国特許庁から拒絶査定を受けたので，これに対する不

服の審判を請求し，平成 19 年 2 月 16 日付けで手続補

正（以下「本件補正」という。）をしたが，同庁が本件

補正を却下した上，請求不成立の審決をしたことか

ら，その取消しを求めたが，原審決が維持された事案

である。

３．本件発明

（１） 本件補正発明

本件補正後の請求項 1に係る発明（以下，「本願補正

発明」という。）は，次のとおりである。

「【請求項 1】

ａ）流体治療装置及び流体源の一方または両方と，

ｂ）患者と上記流体治療装置及び流体源の一方または

両方との間で流体を輸送するための流体路と，

ｃ）それぞれ関連するソフトウエアプログラムを有す

る少なくとも二つのプロセッサシステム（３）と，

ｄ）上記プロセッサシステム（３）を接続するデータ

転送システム（２）と，

ｅ）上記データ転送システム（２）に接続され，上記

プロセッサシステム（３）にそれぞれ属する上記ソフ

トウエアプログラムの更新を行うデータ入力装置

（１）と，

ｆ）上記少なくとも二つのプロセッサシステム（３）

に接続され，第一状態において上記プロセッサシステ

ム（３）を動作モードに，第二状態において上記プロ

セッサシステム（３）をソフトウエア更新モードに切

り替える動作モードスイッチ（５）と，

ｇ）上記動作モードスイッチ（５）及び上記データ転

送システム（２）に同じく接続され，ソフトウエア更

新モードにおいて，上記既存のプロセッサシステム

（３）のソフトウエアプログラムが上記データ入力装

置（１）によって最新のバージョンに更新しなければ

ならないかを決定し，旧ソフトウエアプログラムのプ

ロセッサシステム（３）に対して最新のバージョンの

ソフトウエアプログラムのロードを開始する検知シス

テム（4，30）を備えている薬液管理装置。」

図 1 （参考図）

４．当裁判所の判断

（１） 本願補正発明と引用発明（甲 1：特開平

10-171644 号公報に記載された発明）との相違点を，

次のように認定した。
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図 2 （参考図）

［相違点 1］

本願補正発明は，「ａ）流体治療装置及び流体源の一

方または両方と，ｂ）患者と上記流体治療装置及び流

体源の一方または両方との間で流体を輸送するための

流体路」と，制御装置を備えている薬液管理装置であ

るのに対し，引用発明は，「アクチュエータ 22ａ及び

アクチュエータ 22ｂ」と，制御装置を備えている自動

車である点。

［相違点 2］

制御装置の更新手段について，本願補正発明は，「上

記既存のプロセッサシステム（３）のソフトウエアプ

ログラムが上記データ入力装置（１）によって最新の

バージョンに更新しなければならないかを決定し，旧

ソフトウエアプログラムのプロセッサシステム（３）

に対して最新のバージョンのソフトウエアプログラム

のロードを開始する検知システム（4，30）」であるの

に対し，引用発明は「上記既存のプロセッサシステム

（３）のソフトウエアプログラムが上記データ入力装

置（１）によって新たなソフトウエアプログラムに更

新しなければならないかを記憶データに基づき決定

し，旧ソフトウエアプログラムのプロセッサシステム

（３）に対して新たなソフトウエアプログラムのロー

ドを開始する書込開始手段」である点。

原告は「メモリ書込装置 4」が「メインマイコン 18

とサブマイコン 26 のうちの何れのフラッシュメモリ

42 に格納されたデータ（制御プログラム及び制御デー

タ）を書き換えるかを選択するための選択スイッチ」

【0058】を備えているから，選択スイッチによって制御

プログラムを更新するマイコンを選択することを必須

としていると主張するが，引用発明においては，書込

データの先頭に配置された識別コードとフラッシュメ

モリ 42 に格納されている識別コードとを比較するこ

とによって，メインマイコン 18とサブマイコン 26 の

いずれの書き換えデータであるかが判別されるもので

あるから，審決の引用発明の認定に誤りがあるという

ことはできない。

（２） 相違点 1について

引用発明は，「アクチュエータ 22ａ及びアクチュ

エータ 22ｂ」と，制御装置を備えている自動車である

のに対し，本願補正発明は，「ａ）流体治療装置及び流

体源の一方または両方と，ｂ）患者と上記流体治療装

置及び流体源の一方または両方との間で流体を輸送す

るための流体路」と，制御装置を備えている薬液管理

装置であるが，流体治療装置及び流体源の一方または

両方と，患者と上記流体治療装置及び流体源の一方ま

たは両方との間で流体を輸送するための流体路と，少

なくとも二つのプロセッサシステムを有する薬液管理

装置は，本件特許出願の優先日（平成 11 年 11 月 9 日）

当時，よく知られていたものと認められる上，ソフト

ウエアプログラムの更新という点では，自動車である

か，薬液管理装置であるかで格別異なる点があるとも

認められないから，当業者は，相違点 1に係る構成を

容易に想到することができたというべきである。

（３） 相違点 2について

甲 2（特開平 10-57475 号公報：血液透析用の制御装

置），甲 3（特開平 6-315530 号公報：体外血液処理装

置），甲 4（特開平 6-314190 号公報：電子装置），及び

甲 5（特開平 6-219021 号公報：画像形成装置）の記載

を総合すると，プロセッサシステムを有する制御装置

において，プログラムのバージョンアップを行うこと

は，本件特許出願の優先日当時，周知であった。

そして，プロセッサシステムを有する制御装置にお

いて，プログラムのバージョンアップを行うことは，

本件特許出願の優先日（平成 11 年 11 月 9 日）当時，

よく知られていたことを総合すると，当業者は，相違

点 2に係る構成を容易に想到することができたという

べきである。

５．考察

（１） 本事案で，知財高裁は，本件発明の特徴部分に

おけるプログラムの更新に関する要件において主引例

と共通することから，本願の薬液管理装置とは技術分

野が異なる自動車に関するものでも主引例となり得る

ことを判示している。

（２） 従って，特定分野又はコンピュータ技術分野で

独自のアイデアを創作するか，別の特定分野への適用

を阻害する要因がなければ，任意の技術分野の引用文
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献に基づいて進歩性が否定され得ることとなり，ソフ

トウエア関連発明は，コンピュータ技術分野以外の他

の分野と比べて進歩性のレベルが高くなっていると思

われる。

（３） また，本件の場合，引用発明は，複数のマイク

ロコンピュータのうち，何れか 1 つのマイクロコン

ピュータがデータ書き換えのための書込処理を実行し

ている時に，他のマイクロコンピュータが通信ライン

へデータを送信することを禁止することを課題として

いる（甲 1【0014】）。そのために，本願発明を知らない

当業者であれば，引用発明にとって「選択スイッチ」

は必須の構成であると認識したであろう。そして，

「選択スイッチ」を引用発明の必須の構成とした場合，

本願発明では「選択スイッチ」を用いない構成をとっ

ているので，引用発明を本件発明に適用するに当た

り，「選択スイッチ」の存在は阻害要因となると思われ

る。審判では，後知恵により甲 1の記載から都合のよ

い部分を抽出して引用発明を認定していなかったか疑

問が残る。

（４） なお，本件の国際出願は，指定官庁の 1つであ

る EPO（欧州特許庁）では，先行技術文献として車両

関係等の他の技術分野はサーチされずに補正前の発明

で特許（EP 1227854B1）がされている。

(原稿受領 2010. 10. 28)
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